
　

○介護保険利用者負担金  （2割負担の場合は2倍、3割負担の場合は3倍になります）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

〈通常規模型〉 366単位 395単位 426単位 455単位 487単位

通所リハビリテーション費 380単位 436単位 494単位 551単位 608単位

483単位 561単位 638単位 738単位 836単位

549単位 637単位 725単位 838単位 950単位

618単位 733単位 846単位 980単位 1,112単位

710単位 844単位 974単位 1,129単位 1,281単位

757単位 897単位 1,039単位 1,206単位 1,369単位

加　算　費　用　の　項　目

入浴介助加算（Ⅰ） 日

入浴介助加算（Ⅱ） 日

560単位 月

240単位 月

593単位 月

273単位 月

830単位 月

510単位 月

863単位 月

543単位 月

短期集中リハビリテーション実施加算 日

認知症 短期集中
リハビリテーション加算（Ⅰ）

日

令和5年6月1日現在 

40単位

60単位

利用者もしくは家族がリハビリ会議に参加し、通所リハビリテーション計画について、
リハビリスタッフが利用者又は家族に対して説明をし、当該計画の同意を得た日の属
する月から起算して6ヶ月を超えた場合、3ヶ月に１回以上、利用者の状態の変化に応
じ、通所リハビリテーション計画の見直しを行い、その計画を厚生労働省へ提出し
フィードバックを活用した場合

１時間以上２時間未満

２時間以上３時間未満

３時間以上４時間未満

４時間以上５時間未満

５時間以上６時間未満

６時間以上７時間未満

７時間以上８時間未満

リハビリテーションマネジメント加算（A）

リハビリテーションマネジメント加算（B）

利用者もしくは家族がリハビリ会議に参加し、通所リハビリテーション計画について、
医師が利用者又は家族に対して説明をし、当該計画の同意を得た日の属する月から
起算して6ヶ月以内の場合、1ヶ月に１回以上、利用者の状態の変化に応じ、通所リハ
ビリテーション計画の見直しを行った場合

利用者もしくは家族がリハビリ会議に参加し、通所リハビリテーション計画について、
医師が利用者又は家族に対して説明をし、当該計画の同意を得た日の属する月から
起算して6ヶ月を超えた場合、3ヶ月に１回以上、利用者の状態の変化に応じ、通所リハ
ビリテーション計画の見直しを行った場合

利用者もしくは家族がリハビリ会議に参加し、通所リハビリテーション計画について、
医師が利用者又は家族に対して説明をし、当該計画の同意を得た日の属する月から
起算して6ヶ月以内の場合、1ヶ月に１回以上、利用者の状態の変化に応じ、通所リハ
ビリテーション計画の見直しを行い、その計画を厚生労働省へ提出しフィードバックを
活用した場合

イ

ロ

イ

ロ

利用料金のご案内

介護老人保健施設 合歓の木

医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価し、
個別の入浴計画を作成するとともに、その計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅
の状況に近い環境にて、入浴介助を行う場合。

利用者もしくは家族がリハビリ会議に参加し、通所リハビリテーション計画について、
リハビリスタッフが利用者又は家族に対して説明をし、当該計画の同意を得た日の属
する月から起算して6ヶ月以内の場合、1ヶ月に１回以上、利用者の状態の変化に応
じ、通所リハビリテーション計画の見直しを行った場合

利用者もしくは家族がリハビリ会議に参加し、通所リハビリテーション計画について、
リハビリスタッフが利用者又は家族に対して説明をし、当該計画の同意を得た日の属
する月から起算して6ヶ月を超えた場合、3ヶ月に１回以上、利用者の状態の変化に応
じ、通所リハビリテーション計画の見直しを行った場合

算　定　内　容　等

入浴介助を行った場合

【通所リハビリテーション】

退院（所）日又は認定日から起算して3月以内の期間に集中的な個別リハビリ訓練を
1回40分以上行った場合（週２回以上）

単位

110単位

240単位

利用者もしくは家族がリハビリ会議に参加し、通所リハビリテーション計画について、
リハビリスタッフが利用者又は家族に対して説明をし、当該計画の同意を得た日の属
する月から起算して6ヶ月以内の場合、1ヶ月に１回以上、利用者の状態の変化に応
じ、通所リハビリテーション計画の見直しを行い、その計画を厚生労働省へ提出し
フィードバックを活用した場合

認知症であると医師が判断した方が、退院（所）日又は通所開始日から起算して3月
以内の期間に集中的な個別リハビリテーションを行った場合（週2日を限度として）

利用者もしくは家族がリハビリ会議に参加し、通所リハビリテーション計画について、
医師が利用者又は家族に対して説明をし、当該計画の同意を得た日の属する月から
起算して6ヶ月を超えた場合、3ヶ月に１回以上、利用者の状態の変化に応じ、通所リハ
ビリテーション計画の見直しを行い、その計画を厚生労働省へ提出しフィードバックを
活用した場合



認知症 短期集中
リハビリテーション加算（Ⅱ）

月

回

回

回

回

回

科学的介護推進体制加算 月

若年性認知症利用者受入加算 日

栄養アセスメント加算 月

栄養改善加算 回

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 回

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 回

口腔機能向上加算（Ⅰ） 回

口腔機能向上加算（Ⅱ） 回

重度療養管理加算 日

中重度者ケア体制加算 日

事業所が送迎を行なわない場合
（片道につき）

回

生活行為向上リハビリテーション実施加算 月

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 上記単位数合計に47/1000を加算

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）以外の上記単位数合計に20/1000を加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

○その他の利用料金

費　用　の　項　目

食事代 日

施設管理費 日

教養娯楽費 回

学習療法教材費 月

おむつ代 枚

日常生活品費 日

1,250単位

実費

実費

上記（Ⅰ）の要件①又は②に適合する場合

口腔機能改善管理指導計画を作成し看護職員等が口腔機能向上サービスを行った
場合、　3月以内の期間に限り、月2回を限度として加算

1,920単位

28単位

40単位

150単位

①当該施設の職員が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態に
ついて確認を行い、その情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供してい
ること
②利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、その情
報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供してること
上記①及び②に適合する場合

198円
※44円

60単位

50単位

200単位

20単位

22単位

▲47単位

20単位

5単位

上記の要件に加え、栄養改善サービスの提供に当たり、必要に応じて居宅を訪問した
場合3月以内の期間に限り、月2回を限度として加算

160単位

100単位

上記（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出
し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切
かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合、3月以内の期間に限り、月2
回を限度として加算

中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った
場合

1時間以上2時間未満の通慮リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士、ま
たは言語聴覚士を専従かつ常勤で２名以上配置している場合
指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が
当該利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおおむね1月に1回以上実施し
ている場合

クラブ活動等の材料費です

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）及び介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）を除く上記単位数合計に1/100を加算

単位

利用者ごとに、管理栄養士、その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族に対し、その結果を説明し、必要に応じ相談等に対応し、栄
養情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場
合

利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出し、活用している場合

12単位

16単位

20単位

24単位

昼食とおやつの費用です

介護職員のうち介護福祉士の資格保有者を70％以上配置の場合

おしぼり、タオル、ティッシュペーパー等の費用です
(※入浴されない方の金額です)　※委託業者と別途契約

若年性認知症利用者に対してしてリハビリテーションを行った場合

認知症であると医師が判断した方が、退院（所）日の翌日の属する月又は開始月から
起算して3月以内の期間通所リハビリテーション計画を作成し、リハビリテーションを
行った場合　（週2日を限度として）

備　　　　　　　考

リハビリテーション提供体制加算

リハビリテーションマネジメント加算いずれかを算定し、理学療法士、作業療法士また
は言語聴覚士の合計数が当該事業所の利用者の数が25またはその端数を増すごとに
1以上ある場合。
3時間以上4時間未満  12単位／回
4時間以上5時間未満　16単位／回
5時間以上6時間未満　20単位／回
6時間以上7時間未満　24単位／回
7時間以上　　　　　 　　  28単位／回

要介護３～５の方で、厚生労働大臣が定める状態の利用者に、医学的管理のもと、通
所リハビリテーションを行った場合

事業所が送迎を行なわない場合、片道につき４７円減算

ご利用になった枚数分の費用です

くもん学習療法の教材費です

515円

50円
※30円

水道光熱費です　消費税を含んだ金額です
(※半日利用の方の金額です)

実費



利用料金のご案内
（介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ利用）

介護老人保健施設 合歓の木

○介護保険利用者負担金 （2割負担の場合は2倍、3割負担の場合は3倍になります）

　費　用　の　項　目

運動器機能向上加算 月

科学的介護推進体制加算 月

若年性認知症利用者受入加算 月

栄養アセスメント加算 月

栄養改善加算 回

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 回

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 回

口腔機能向上加算（Ⅰ） 回

口腔機能向上加算（Ⅱ） 回

生活行為向上リハビリテーション実施加算 月

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 上記単位数合計に47/1000を加算

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）以外の上記単位数合計に20/1000を加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

○その他の利用料金

費　用　の　項　目

食事代 日

施設管理費 日

教養娯楽費 回

学習療法教材費 月

おむつ代 枚

日常生活品費 日

実費

実費

実費

要支援１

要支援２

515円

562単位

１７６単位（月）

50円
※30円

水道光熱費です　消費税を含んだ金額です
(※半日利用の方の金額です)

198円
※44円

おしぼり、タオル、ティッシュペーパー等の費用です
(※入浴されない方の金額です)　※委託業者と別途契約

利用者ごとに、管理栄養士、その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族に対し、その結果を説明し、必要に応じ相談等に対応し、栄
養情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場
合

200単位
上記の要件に加え、栄養改善サービスの提供に当たり、必要に応じて居宅を訪問した
場合3月以内の期間に限り、月2回を限度として加算

150単位
口腔機能改善管理指導計画を作成し看護職員等が口腔機能向上サービスを行った
場合、　3月以内の期間に限り、月2回を限度として加算

要支援１

介護予防通所リハビリテーション費

240単位

40単位

20単位

①当該施設の職員が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態に
ついて確認を行い、その情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供してい
ること
②利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、その情
報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供してること
上記①及び②に適合する場合

単位

225単位

ご利用になった枚数分の費用です

備　　　　　　　考

昼食とおやつの費用です

クラブ活動等の材料費です

くもん学習療法の教材費です

長期間利用
▲40単位（月）要支援２

単位

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）及び介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）を除く上記単位数合計に1/100を加算

サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）イ

50単位

介護職員のうち介護福祉士の資格保有者
７０％以上配置の場合

▲20単位（月）
利用開始日の属する月から12月超

5単位

上記（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出
し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切
かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合、3月以内の期間に限り、月2
回を限度として加算

８８単位（月）

160単位

上記（Ⅰ）の要件①又は②に適合する場合

1月につき 3,999単位

算　定　内　容　等

作業療法士等が運動器機能向上計画を作成し、運動器機能向上サービスを行った
場合

若年性認知症の利用者を受け入れた場合

2,053単位

要支援１

利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出し、活用している場
合

1時間以上2時間未満の通慮リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士、ま
たは言語聴覚士を専従かつ常勤で２名以上配置している場合
指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が
当該利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおおむね1月に1回以上実施し
ている場合

要支援２

令和5年6月1日現在 


